
JP 5071945 B2 2012.11.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズ、前記レンズをＡＦ駆動するＡＦ駆動部及び画像を撮像する撮像素子を有するカ
メラと、
　前記ＡＦ駆動部により前記レンズを移動させて焦点距離を変化させながら前記撮像素子
で撮像を行う手段と、
　前記カメラの撮像画面を複数のエリアに分割し、前記焦点距離を変化させながら前記撮
像素子で得られた画像データ及び焦点距離に基づいて前記エリア毎にコントラストピーク
を計測することにより、前記エリア毎のカメラと各エリアの対象物との距離を検出する手
段と、
　前記カメラの基準となる床面からの取り付け高さ、前記カメラの撮影角度、及び前記カ
メラの画角に基づいて前記エリア毎に前記カメラから前記床面までの基準距離を算出する
手段と、
　前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記エリア毎の前記カメラから床面までの
基準距離とを対応するエリア間で比較し、その比較結果に基づき前記床面からの段差又は
床面上の障害物を検出する手段と、
　前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記カメラの撮影角度と、前記カメラの画
角と、前記カメラの取り付け高さに基づいて前記検出された段差の床面からの高さと前記
カメラからの水平方向の距離、又は前記検出された障害物の床面からの高さと前記カメラ
からの水平方向の距離を検出し、その検出結果を３次元データ化し、地図データを作成す
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る手段と、
を備えたことを特徴とする移動装置。
【請求項２】
　レンズ、前記レンズをＡＦ駆動するＡＦ駆動部及び画像を撮像する撮像素子を有するカ
メラと、
　前記ＡＦ駆動部により前記レンズを移動させて焦点距離を変化させながら前記撮像素子
で撮像を行う手段と、
　前記カメラの撮像画面を複数のエリアに分割し、前記焦点距離を変化させながら前記撮
像素子で得られた画像データ及び焦点距離に基づいて前記エリア毎にコントラストピーク
を計測することにより、前記エリア毎のカメラと各エリアの対象物との距離を検出する手
段と、
　前記カメラの基準となる床面からの取り付け高さ、前記カメラの撮影角度、及び前記カ
メラの画角に基づいて前記エリア毎に前記カメラから前記床面までの基準距離を算出する
手段と、
　前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記エリア毎の前記カメラから床面までの
基準距離とを対応するエリア間で比較し、その比較結果に基づき前記床面からの段差又は
床面上の障害物を検出する手段と、
　前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記カメラの撮影角度と、前記カメラの画
角と、前記カメラの取り付け高さに基づいて前記検出された段差の床面からの高さと前記
カメラからの水平方向の距離、又は前記検出された障害物の床面からの高さと前記カメラ
からの水平方向の距離を検出し、その検出結果を３次元データ化し、地図データを作成す
る手段と、
　前記３次元データに基づいて進行方向に床があるか、段差又は障害物があるかを判定し
、前記段差又は障害物がある場合には、前記段差又は障害物をよけて移動するように制御
する手段と、
を備えたことを特徴とする移動装置。
【請求項３】
　前記コントラストピークを計測できなかった場合には、色判別手段により前記エリア毎
に色判別を行い、他の色との境界線を検出することで移動可能な範囲を検出することを特
徴とする請求項１又は２に記載の移動装置。
【請求項４】
　前記コントラストピークが計測できず、且つ、当該移動装置から所定の範囲の床の色が
ベタ一色であり、且つ、段差センサによって段差が検出されず、且つ、障害物センサによ
って障害物が検出されず、且つ、前記カメラの撮像画面全体がベタ一色である場合には、
前記ベタ一色の領域全体を移動可能エリアとして登録し、
　前記コントラストピークが計測できず、且つ、当該移動装置から所定の範囲の床の色が
ベタ一色であり、且つ、段差センサによって段差が検出されず、且つ、障害物センサによ
って障害物が検出されず、且つ、前記カメラの撮像画面に境界線がある場合には、前記境
界線までの領域を移動可能エリアとして登録することを特徴とする請求項１又は２に記載
の移動装置。
【請求項５】
　前記段差センサは、赤外線センサ又は超音波センサであることを特徴とする請求項４に
記載の移動装置。
【請求項６】
　前記カメラは、高さ、上下の角度及び左右の角度が可変であることを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか１項に記載の移動装置。
【請求項７】
　レンズ、前記レンズをＡＦ駆動するＡＦ駆動部及び画像を撮像する撮像素子を有するカ
メラを用い、前記ＡＦ駆動部により前記レンズを移動させて焦点距離を変化させながら前
記撮像素子により撮像を行う工程と、



(3) JP 5071945 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

　コントラストピーク検出手段により、前記カメラの撮像画面を複数のエリアに分割し、
前記焦点距離を変化させながら前記撮像素子で得られた画像データ及び焦点距離に基づい
て前記エリア毎にコントラストピークを計測することにより、前記エリア毎のカメラと各
エリアの対象物との距離を検出する工程と、
　基準距離算出手段により、前記カメラの基準となる床面からの取り付け高さ、前記カメ
ラの撮影角度、及び前記カメラの画角に基づいて前記エリア毎に前記カメラから前記床面
までの基準距離を算出する工程と、
　段差又は障害物検出手段により、前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記エリ
ア毎の前記カメラから床面までの基準距離とを対応するエリア間で比較し、その比較結果
に基づき前記床面からの段差又は床面上の障害物を検出する工程と、
　地図作成手段により、前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記カメラの撮影角
度と、前記カメラの画角と、前記カメラの取り付け高さに基づいて前記検出された段差の
床面からの高さと前記カメラからの水平方向の距離、又は前記検出された障害物の床面か
らの高さと前記カメラからの水平方向の距離を検出し、その検出結果を３次元データ化し
、地図データを作成する工程と、
を含むことを特徴とする移動方法。
【請求項８】
　レンズ、前記レンズをＡＦ駆動するＡＦ駆動部及び画像を撮像する撮像素子を有するカ
メラを用い、前記ＡＦ駆動部により前記レンズを移動させて焦点距離を変化させながら前
記撮像素子で撮像を行う手段と、
　コントラストピーク検出手段により、前記カメラの撮像画面を複数のエリアに分割し、
前記焦点距離を変化させながら前記撮像素子で得られた画像データ及び焦点距離に基づい
て前記エリア毎にコントラストピークを計測することにより、前記エリア毎のカメラと各
エリアの対象物との距離を検出する工程と、
　基準距離算出手段により、前記カメラの基準となる床面からの取り付け高さ、前記カメ
ラの撮影角度、及び前記カメラの画角に基づいて前記エリア毎に前記カメラから前記床面
までの基準距離を算出する工程と、
　段差又は障害物検出手段により、前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記エリ
ア毎の前記カメラから前記床面までの基準距離とを対応するエリア間で比較し、その比較
結果に基づき前記床面からの段差又は床面上の障害物を検出する工程と、
　地図作成手段により、前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記カメラの撮影角
度と、前記カメラの画角と、前記カメラの取り付け高さに基づいて前記検出された段差の
床面からの高さと前記カメラからの水平方向の距離、又は前記検出された障害物の床面か
らの高さと前記カメラからの水平方向の距離を検出し、その検出結果を３次元データ化し
、地図データを作成する工程と、
　制御手段により、前記３次元データに基づいて進行方向に床があるか、段差又は障害物
があるかを判定し、前記段差又は障害物がある場合には、前記段差又は障害物をよけて移
動するように制御する工程と、
を含むことを特徴とする移動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自走式の移動装置（ロボット、自走式掃除機等）及び移動方法、特に、カメ
ラ画像から周囲の段差や障害物等を認識する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自走式の移動装置（ロボット、自走式掃除機等）では、段差がある場所での使用は落下
の危険があるため、段差を検出する機能が重要である。従来は装置周囲に下向きに距離セ
ンサ等を配置し、段差を検出している。距離センサにはパッシブ型の様な赤外線光、レー
ザレーダ、超音波等の方式がある。
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【０００３】
　赤外線光を用いた距離センサは、赤外線ＬＥＤ等の出力から床面からの反射光を受信し
、その強弱で床との距離、床の有無を判断するが、床が黒色等になると反射光が少なくな
り、床が無い状態に見えてしまう。また、木目の様な床では黒の部分があると、その度に
床が無いと判断して動作を停止してしまう。
【０００４】
　レーザレーダを用いた距離センサは、レーザ光を使用している為使用者の目に入る等の
危険がある。超音波を用いた距離センサは、出力から反射波の戻りの時間を測定し、距離
を算出するが、音波がノイズを受けやすい。
【０００５】
　また、パッシブ型センサは全般的に、反射光、反射波を受光して距離を計測する仕組み
であるため、床との取り付け角度を浅くすると、反射光を捕らえられない、その為、取り
付け角度は床面と直角に近い状態が望ましいが、装置から遠距離の検出が難しく、自走式
装置においては床の端面から装置がはみ出した状態で、ようやく段差を検出することがで
きる。よって、移動速度が速いと、段差検出から移動停止が間に合わずに落下の危険が高
い。また、床面の色が黒や模様を含んでいると、ハフ変換等の画像処理でも物体と誤認識
する可能性がある。
【０００６】
　このような段差を検出する従来装置としては、例えば、特許文献１乃至７に記載された
ものがある。
【０００７】
　特許文献１（特開２００５－３０９４８７号公報）のものは、パッシブ式ＡＦを用いて
距離を測定しているが、これも赤外線を放出して反射を受け取る為、床との角度が浅いと
反射波が無いため受光できず、側距できない。その為、やはり、近距離のみの検出となる
。また、黒色の床面でも反射光が得にくく検出しづらい。
【０００８】
　特許文献２（特開２００９－０４２１４７号公報）のものは、カメラと距離センサを使
用し、カメラ画像からハフ変換により線分を検出して物体の面等を認識し、物体を認識し
ている。しかし、画像のハフ変換では床に模様がある場合には誤認識の恐れがある。また
、側距センサとして詳細な記載はないが、上述のパッシブ型と考えられ、床面上体、取り
付け位置等に制約がある。
【０００９】
　特許文献３（特開２００４－１３９２６４号公報）や特許文献４（特開２００６－２６
０１０５号公報）のものは、レーザレーダを使用しているため、上述のように人が近くに
いる場所では危険性がある。
【００１０】
　特許文献５（特開平０９－０６２３５４号公報）のものは、超音波センサを用いている
ため、取り付け位置は床面に対して制限を受け、段差が近くでないと、センサが判別でき
ない。
【００１１】
　特許文献６（特開平０９－１０６４５７号公報）のものは、カメラから取り込んだ画像
を複数の領域に分割し、各領域が床領域であるか障害物領域であるかを識別する。特許文
献６は、カメラ画像の色の濃淡を判別するものであり、コントラストＡＦ機能を用いたも
のではなく、濃淡を判別する際に床に模様が描かれている場合は誤認識する可能性が高く
、特許文献２と同様に誤認識する可能性がある。
【００１２】
　特許文献７（特開平０４－０８３４７８号公報）のものは、入力画像を５つの領域に分
割し、各々の部分画像のコントラストをレンズの合焦点位置を移動させながら測定し、各
部分画像のコントラストカーブの最大ピークを検出することにより測距を行う。特許文献
７は、コントラストＡＦで画面を幾つかに分割して測距しているが、２次元として画像を
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扱い写真の合成に用いている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００５－３０９４８７号公報
【特許文献２】特開２００９－０４２１４７号公報
【特許文献３】特開２００４－１３９２６４号公報
【特許文献４】特開２００６－２６０１０５号公報
【特許文献５】特開平０９－０６２３５４号公報
【特許文献６】特開平０９－１０６４５７号公報
【特許文献７】特開平０４－０８３４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　特許文献１乃至特許文献６のものは、上述のように近距離しか検出できない、誤認識の
恐れがある、センサの取り付け位置に制限がある、レーザに危険がある、段差近くでない
とセンサが判別できない等の欠点がある。
【００１５】
　特許文献７には、上述のようにコントラストＡＦで画面を幾つかに分割して測距を行い
、２次元として画像を扱い写真の合成に用いることが記載されているが、画像を３次元化
して測距を行うものではない。
【００１６】
　本発明の目的は、カメラ画像から段差や障害物を認識することにより、遠距離でも認識
できる共に、床色や模様等に拘わらず正確に認識することが可能な移動装置及び方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に係る移動装置は、レンズ、前記レンズをＡＦ駆動するＡＦ駆動部及び画像を撮
像する撮像素子を有するカメラと、前記ＡＦ駆動部により前記レンズを移動させて焦点距
離を変化させながら前記撮像素子で撮像を行う手段と、前記カメラの撮像画面を複数のエ
リアに分割し、前記焦点距離を変化させながら前記撮像素子で得られた画像データ及び焦
点距離に基づいて前記エリア毎にコントラストピークを計測することにより、前記エリア
毎のカメラと各エリアの対象物との距離を検出する手段と、前記カメラの基準となる床面
からの取り付け高さ、前記カメラの撮影角度、及び前記カメラの画角に基づいて前記エリ
ア毎に前記カメラから前記床面までの基準距離を算出する手段と、前記エリア毎に得られ
た対象物との距離と、前記エリア毎の前記カメラから床面までの基準距離とを対応するエ
リア間で比較し、その比較結果に基づき前記床面からの段差又は床面上の障害物を検出す
る手段と、前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記カメラの撮影角度と、前記カ
メラの画角と、前記カメラの取り付け高さに基づいて前記検出された段差の床面からの高
さと前記カメラからの水平方向の距離、又は前記検出された障害物の床面からの高さと前
記カメラからの水平方向の距離を検出し、その検出結果を３次元データ化し、地図データ
を作成する手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係る移動装置は、レンズ、前記レンズをＡＦ駆動するＡＦ駆動部及び画
像を撮像する撮像素子を有するカメラと、前記ＡＦ駆動部により前記レンズを移動させて
焦点距離を変化させながら前記撮像素子で撮像を行う手段と、前記カメラの撮像画面を複
数のエリアに分割し、前記焦点距離を変化させながら前記撮像素子で得られた画像データ
及び焦点距離に基づいて前記エリア毎にコントラストピークを計測することにより、前記
エリア毎のカメラと各エリアの対象物との距離を検出する手段と、前記カメラの基準とな
る床面からの取り付け高さ、前記カメラの撮影角度、及び前記カメラの画角に基づいて前
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記エリア毎に前記カメラから前記床面までの基準距離を算出する手段と、前記エリア毎に
得られた対象物との距離と、前記エリア毎の前記カメラから床面までの基準距離とを対応
するエリア間で比較し、その比較結果に基づき前記床面からの段差又は床面上の障害物を
検出する手段と、前記エリア毎に得られた対象物との距離と、前記カメラの撮影角度と、
前記カメラの画角と、前記カメラの取り付け高さに基づいて前記検出された段差の床面か
らの高さと前記カメラからの水平方向の距離、又は前記検出された障害物の床面からの高
さと前記カメラからの水平方向の距離を検出し、その検出結果を３次元データ化し、地図
データを作成する手段と、前記３次元データに基づいて進行方向に床があるか、段差又は
障害物があるかを判定し、前記段差又は障害物がある場合には、前記段差又は障害物をよ
けて移動するように制御する手段と、を備えたことを特徴とする。

【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、カメラ撮影画像を幾つかのエリアに分割し、エリア毎にコントラスト
ピーク（焦点）位置を検出することにより、カメラと画面上の各エリアとの距離が得られ
、画面の２次元的な測距データから３次元的に立体を認識でき、段差や障害物を正確に認
識することが可能となる。
【００２０】
　また、カメラ画像から段差や障害物を認識するため、赤外線センサや超音波等センサを
用いて段差等を検出する場合の欠点を解消することが可能となる。即ち、遠距離の段差や
障害物でも認識できると共に、床色や模様等に関係なく正確に段差や障害物を認識するこ
とが可能となる。
【００２１】
　更に、床面が一色で色に変化がなく、コントラストピークを検出できない場合には、エ
リア毎に色判別を行い、他の色との境界線を判別することより、境界線の位置から移動可
能な距離を測定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る移動装置の一実施形態の外観を示す図である。
【図２】本発明に係る移動装置の一実施形態を示すブロック図である。
【図３】カメラモジュール及び制御部を詳細に示すブロック図である。
【図４】カメラ撮影角度θと画角による床面との基準距離ｈを算出する方法を説明する図
である。
【図５】カメラの画角と各エリアの床面基準距離を算出する方法を説明する図である。
【図６】床面（基準値）、段差、障害物の検出方法を説明する図である。
【図７】段差検出時の３次元表示を説明する図である。
【図８】障害物検出時の３次元表示を説明する図である。
【図９】色判別による段差検出を説明する図である。
【図１０】図１の実施形態の動作を説明するフローチャートである。
【図１１】段差検出時における各エリアの高さ及び水平距離の算出方法を説明する図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発
明に係る移動装置の一実施形態の外観を示す図、図２は本発明に係る移動装置の一実施形
態を示すブロック図である。本実施形態では図１に示すように移動装置として車輪で移動
するロボットを例に挙げて説明する。
【００２４】
　本発明に係る移動装置は、車輪部１１によって床面等を移動するロボットであり、頭部
２０の前面（顔部）にはカメラモジュール１が取り付けられている。頭部２０は上下、左
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右方向に可動でき、カメラモジュール１の撮影角度を変更することが可能である。その際
、図２に示すように頭部２０は頭部上下モータ１６、頭部左右モータ１７によって上下、
左右に駆動でき、これら頭部上下モータ１６、頭部左右モータ１７は制御部１８によって
制御される。カメラモジュール１は、コントラスト式オートフォーカス機能を有するカメ
ラである。
【００２５】
　また、装置本体１５には前方超音波センサ１３が取り付けられ、前方の障害物やその距
離を測定可能である。装置下部には段差を検出する為の赤外線段差センサ１２、段差超音
波センサ１４が取り付けられている。図２に示すように前方超音波センサ１３、赤外線段
差センサ１２、段差超音波センサ１４の出力は制御部１８に入力される。車輪左右モータ
１９は車輪部１１を駆動したり、車輪部１１を左右に駆動するモータであり、制御部１８
によって制御される。
【００２６】
　図３はカメラモジュール１及び制御部１８を詳細に示すブロック図である。カメラモジ
ュール１は、レンズ２、レンズ２を駆動するＡＦ駆動部３、ＡＦ用モータ４、撮像素子と
してのＣＣＤセンサ（又はＣＭＯＳセンサ等）５、制御Ｉ／Ｆ回路６を備えている。カメ
ラモジュール１ではＡＦ用モータ４及びＡＦ駆動部３によりレンズ２を駆動し、焦点距離
を変化させてＣＣＤセンサ５で撮像する。
【００２７】
　制御部１８はコントラストピーク計測回路７、色判別回路８、制御回路９、メモリ１０
を備えている。カメラモジュール１はＡＦ制御を行い、ＩＮＦ（無限遠）からマクロ（近
接）まで焦点距離を変化させる。カメラモジュール１は焦点距離を変化させてＣＣＤセン
サ５で撮像を行い、制御部１８にはＣＣＤセンサ５から画像データが入力され、ＡＦ駆動
部３から焦点距離データが入力される。コントラストピーク計測回路７はその画像データ
と焦点距離データからカメラ画面内のエリア毎にコントラストピークを計測し、カメラと
各エリアの対象物との距離を測定する。
【００２８】
　即ち、図３に示すようにカメラ画像は幾つかのエリアに分割され、コントラストピーク
計測回路７によりエリア毎にコントラストピークを計測してエリア毎にカメラと対象物と
の距離を計測する。得られた距離データはメモリ１０に格納される。コントラストピーク
値が計測しずらい床面状態の場合には、色判別回路８で各エリアの色判別を行い、メモリ
１０に格納する。
【００２９】
　その際、床面に木目模様等の模様がある場合には、赤外線センサは黒色にセンサが反応
して床が無いと判断してしまう。また、ハフ変換等の画像処理でも模様を物体と認識して
しまう恐れがあるが、カメラ画像から対象物との距離を求める為、色や模様に影響される
ことなく距離の測定が可能となる。また、赤外線センサ等を用いるのではなくカメラ画像
から距離を得る為、遠距離でも測距が可能である。
【００３０】
　図４はカメラ撮影角度θと画角による床面との基準距離ｈを算出する方法を説明する図
である。また、図５はカメラの画角と各エリアの床面基準距離を算出する方法を説明する
図である。まず、図４に示すように撮影角度θとカメラの取り付け高さｂからカメラと床
面との基準距離ｈは、
　ｈ＝ｂ√（１＋ｔａｎ２θ）　…（１）
で算出できる。
【００３１】
　その為、図５に示すようにカメラ撮影画像を幾つかのエリアに分割した場合には、カメ
ラの画角（左右）λ°、カメラの画角（上下）γ°から基準となる床面を撮影した画面の
、各エリアのカメラと床面との距離ｈは、ｂ、θ°、γ°、λ°から算出できる。エリア
毎のカメラと床面との距離ｈは図５に示す通りとなる。
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【００３２】
　即ち、基準となる床面を撮影した画面の距離データは、床面からカメラ高さｂと角度θ
で斜め下方向を写すため、装置から見てカメラで写した画面の中心と、画面上「装置から
遠い側」、画面下「装置に近い側」、及び左右では距離が異なる。エリア毎の基準距離ｈ
はメモリ１０に格納しておく。
【００３３】
　図６は床面（基準値）、段差、障害物の検出方法を説明する図である。即ち、カメラ画
像の各エリア毎の距離を、エリア毎の基準となる距離と比較することにより、基準値と同
じ場合には床面であり、距離が遠い場合には床面から下に段差があり、距離が近い場合に
は床面から上に障害物があることが分かる。
【００３４】
　つまり、装置が平らな床面にあると仮定すると、画面に映った各エリアの距離データは
違うため、段差や物体を検出する為には各エリア毎の床面の基準距離と比較する必要があ
る。比較するのは、カメラ画面の各エリア毎の距離と、それに各々対応するエリア毎の基
準距離である。
【００３５】
　具体的には、図６（ａ）に示すようにカメラ撮影画像の各エリアにおける対象物との距
離が、それぞれ対応するエリアの基準値と同じ場合には床面であると判断する。また、図
６（ｂ）に示すように各エリアにおける対象物との距離が、それぞれ対応するエリアの基
準値より遠い場合には床面から下に段差があると判断し、図６（ｃ）に示すように各エリ
アにおける対象物との距離が、それぞれ対応するエリアの基準値より近い場合には床面上
に障害物があると判断する。
【００３６】
　図７は段差検出時の３次元表示を説明する図、図８は障害物検出時の３次元表示を説明
する図である。各エリア毎の距離データｈから図７及び図８に示すように段差検出時にお
ける段差の高さｙ、及び障害物検出時における物体の高さｙは、それぞれ床面（基準値）
を０にすると、
　ｙ＝ｂ－（ｈ／√（１＋ｔａｎ２θ））　…（２）
で求まる。また、水平方向の距離ａは、
　ａ＝ｈ√（１－ｃｏｓ２θ）　…（３）
で求まる。（これは参考として画面中心点における高さと水平距離を求める計算式であり
、各エリア毎の計算式は図１１を参照）。
【００３７】
　その為、段差、物体の高さを３次元的に算出することが可能となる。制御部１８は、こ
のようにして３次元データ化し、装置周辺の地図データを作成する。ｂはカメラの取り付
け高さ、θはカメラ撮影角度である。また、（２）式、（３）式は参考として画面中心点
の計算式を示す。なお、画面周囲では、図５に示す画角γ°、λ°を考慮した計算式が必
要である。
【００３８】
　即ち、床面からカメラ高さｂと角度θで斜め下方向に写すため、装置から見て画面の各
エリアは、画面の中心と、画面上「装置から遠い側」、画面下「装置に近い側」、中心に
対して左右端では距離が異なる。各エリアはカメラ画角γ°、λ°を用いて図５に示す通
りに算出できる為、これと同様に図７、図８においても画面の各エリア毎の距離は、正確
にはカメラ画角γ°、λ°を用いて算出する。図１１は一例として段差検出時の各エリア
の高さ及び水平距離の算出方法を示す。
【００３９】
　図９は色判別により段差検出を行う方法を説明する図である。カメラモジュール１のコ
ントラスト方式オートフォーカス機能は、床が全面１色で色に変化のない場合にはコント
ラストの変化が出にくいため距離測定が苦手である。本実施形態では、色判別回路８によ
りカメラ画像から色判別が可能である為、装置周囲の床面に対してカメラ画像内の各エリ
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アで色判別を行う。制御部１８は色判別回路８で得られたエリア毎の色判別結果に基づい
て他の色との境界線を画像から判別し、画像内の境界線の位置から、色の境界線までの距
離を推定する。
【００４０】
　また、図１に示すように装置下部に近距離の段差検出手段として取り付けた赤外線段差
センサ１２及び段差超音波センサ１４を併用することにより、これらセンサが検出可能な
色の境界線近くまで装置は緊急停止できる程度の低速度で移動し、段差か床かを判別する
ことが可能となる。この動作を繰り返し行うことにより、装置周囲の移動可能な地図デー
タを装置内に構築し、その地図データを用いて装置が移動することで移動速度を上げるこ
とが可能となる。
【００４１】
　次に、本実施形態の動作を図１０に示すフローチャートを用いて説明する。まず、制御
部１８の制御によりカメラモジュール１内でレンズ２を移動させてＡＦ焦点距離を変化さ
せながらＣＣＤセンサ５で画像を取得する（Ｓ１）。コントラストピーク計測回路７は画
像データと焦点距離データから画像内の各エリアのコントラストピークを検出する（Ｓ２
）。
【００４２】
　その際、予めカメラモジュール１のレンズ２をＩＮＦ（無限遠）からマクロ（近接）ま
で移動させた場合の焦点距離の変化をデータとして持っておくのが良い。即ち、レンズ２
の移動位置と焦点距離（物体との距離）との関係をデータとして予め持っておくことによ
り、実際に対象物との距離を得る場合には対象物と焦点が合ったレンズ２の位置から物体
との距離を得ることが可能となる。
【００４３】
　次いで、コントラストピークを検出できたかを判定し（Ｓ３）、コントラストピーク検
出が出来た場合にはエリア毎の焦点距離データをメモリ１０に保存する（Ｓ４）。制御部
１８は上述のようにエリア毎に得られた計測距離データから床面からの垂直高さｙ、装置
本体（カメラ）からの水平方向の距離ａを、
　ｙ＝ｂ－（ｈ／√（１＋ｔａｎ２θ））
　ａ＝ｈ√（１－ｃｏｓ２θ）
で算出する（Ｓ５）。制御部１８はこの値から３次元データを作成し、地図データとして
メモリ１０に保存する（Ｓ６）。
【００４４】
　次に、制御部１８は３次元データに基づいて床であるのか、段差があるのか、障害物が
あるのかを検出する（Ｓ７）。つまり、３次元データ化する時には図６で説明したように
床、段差、障害物が分かり、それをもとに地図データを作成している。よって、その地図
データから床、段差、障害物を検出する。床である場合には床の移動可能な範囲を移動し
てＳ１から同様の処理を行う（Ｓ８）。段差又は障害物がある場合には段差や障害物がな
い方向に装置を回転させて（Ｓ９）、Ｓ１から同様の処理を行う。こうして段差や障害物
をよけながら床面を走行可能な方向に移動する。
【００４５】
　一方、Ｓ３でコントラストピークを検出できなかった場合には、床の色がベタ一色の可
能性が高いため、色判別回路８により画像データからエリア毎に色判別を行い（Ｓ１０）
、装置近辺（カメラ画像では画面下側）がベタ一色となっているかを判別する（Ｓ１１）
。Ｓ１１で装置近辺の床の色がベタ一色となっていない場合には（Ｓ１１がＮｏ）、元々
コントラストピークを検出できていないので、床高さも判別できずに検出不能として地図
データに登録する（Ｓ１２）。例えば、カメラの測定可能距離以上の距離にある段差で、
その段差に模様がある場合等が該当する。
【００４６】
　その後、進行可能な方向を検出するため装置を回転させて（Ｓ１３）、Ｓ１から同様の
処理を行う。なお、上述のように床面からカメラ高さｂと角度θで斜め下方向を写すため
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、装置から見てカメラ画面の各エリアは、画面上側が「装置から遠い側」、画面下側が「
装置に近い側」となる。
【００４７】
　一方、Ｓ１１で装置近辺の床の色がベタ一色となっている場合には（Ｓ１１がＹｅｓ）
、カメラ画面内はベタ一色であるか、境界線があるかを判断し、メモリ１０に一時記憶さ
せる（Ｓ１４）。この段階では、コントラストピークが検出できていないため、装置近辺
から続くベタ一色のエリアが、段差であるのか、大きなベタ一色の障害物であるのか、床
面高さ等は判別できてはいない。
【００４８】
　次いで、図９で説明したように赤外線段差センサ１２及び段差超音波センサ１４を用い
て床であるのか（即ち、段差の有無）を検出する（Ｓ１５）。Ｓ１５で床であると判定し
た場合には（Ｓ１５がＹｅｓ）、図１に示す前方超音波センサ１３を用いて障害物がある
かどうかを検出する（Ｓ１６）。
【００４９】
　Ｓ１６で前方超音波センサ１３により障害物がないと判定した場合には（Ｓ１６がＮｏ
）、Ｓ１４にてメモリ１０に一時記憶させているカメラ画面内はベタ一色であるか、境界
線があるかのデータを用いて、境界線があると判定された場合には装置近辺から続くベタ
色の境界線までは床があると判別できるので、その境界線までを移動可能エリアとして３
次元地図データに登録する（Ｓ１８）。
【００５０】
　次いで、画面内の移動可能箇所（色の境界線）まで移動して（Ｓ１９）、Ｓ１から同様
の処理を行う。一方、Ｓ１４で境界線がないと判定された場合には、画面内のベタ色の最
終位置まで移動して、再度、Ｓ１からＳ１０に進み、更にＳ１１～Ｓ１９の処理を行うこ
とになる。
【００５１】
　また、Ｓ１５で段差があると判定された場合（Ｓ１５がＮｏ）、Ｓ１６で障害物がある
と判定された場合には（Ｓ１６がＹｅｓ）、走行不可エリアとして一時記憶している境界
線までを３次元地図データに登録し（Ｓ１７）、進行可能な方向を検出するため装置を回
転させて（Ｓ１３）、Ｓ１から同様の処理を行う。
【００５２】
　本実施形態では、移動方向、移動距離を正確に認識できる自走式の移動装置の為、ある
画面で３次元地図データを作成すると、装置本体を移動させて、隣接する箇所で同様に３
次元地図データを作成する。このような動作を繰り返し行うことにより、装置周辺の地図
データを広範囲に作成することが可能となる。
【００５３】
　なお、本発明は、カメラは単眼ではなく、複眼とすることにより距離測定の誤差を軽減
することができる。また、本発明は、カメラモジュールとして赤外線カメラを使用するこ
とにより、夜間でも地図データが得られる。更に、本発明は、カメラの上下、左右の動き
の他にカメラ取り付け高さｂ（装置高さ）を可変とすることにより、より遠くの距離測定
を可能となる。
【００５４】
　また、本発明は、車輪による移動装置だけでなく、高度な足を持つようなロボットの場
合にも使用でき、その場合には、３次元地図データにより段差の昇降が可能となる。更に
、本発明は、ＧＰＳ等の位置情報と組み合わせることにより更に詳細な３次元地図データ
を作成することが可能となる。
【００５５】
　本実施形態では、カメラ撮影画像を幾つかのエリアに分割し、エリア毎にコントラスト
ピークを検出することにより、カメラと画面上の各エリアとの距離が得られ、画面の２次
元的な測距データから３次元的に立体を認識できるため、段差や障害物を正確に認識する
ことが可能となる。
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【００５６】
　また、カメラ画像から距離を判別する為、パッシブ型のセンサの様に近距離だけではな
く、遠距離でも側距が可能となる。段差センサは取り付け方向に制限があり、近くでなけ
れば判別できない。その際、カメラの角度によってより遠距離の撮影も可能となり、判別
可能な装置周囲の距離が広がる為、周囲の段差、障害物の状況を正確に判別でき、移動速
度を上げることが可能となる。
【００５７】
　更に、コントラスト方式オートフォーカスの苦手なベタ１色の床面でも、色判別機能と
段差センサ（超音波センサ等）を組み合わせることで、様々な床面の色でも判別が可能と
なる。赤外線センサでは黒は判別できない。
【００５８】
　また、床に模様がある場合でも判別が可能となる。上述のようにハフ変換等の画像処理
では模様を物体と判断する可能性がある。更に、装置周囲から遠距離までの危険エリアを
判別できる為、より高速での移動が可能となり、危険エリア周辺ではスピードを落とす等
の制御を行うことが可能となる。
【００５９】
　また、コントラスト方式オートフォーカスカメラを使用することにより、低コストで実
現可能であり、段差だけでは無く、障害物の検出も可能であり、更にズーム機能を用いて
拡大すれば詳細な物体の形状も把握できる。更に、３次元的に段差や障害物の地図データ
を作成する為、従来の２次元的な地図データから、高度な足を持つようなロボットの場合
には、段差の昇降が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、床面等の平面上を移動するロボット、例えば、掃除用ロボット等に好適に用
いることが可能である。
【符号の説明】
【００６１】
　　　　１　カメラモジュール
　　　　２　レンズ
　　　　３　ＡＦ駆動部
　　　　４　ＡＦ用モータ
　　　　５　ＣＣＤセンサ（ＣＭＯＳセンサ等）
　　　　６　制御Ｉ／Ｆ回路
　　　　７　コントラストピーク計測回路
　　　　８　色判別回路
　　　　９　制御回路
　　　　１０　メモリ
　　　　１１　車輪部
　　　　１２　赤外線段差センサ
　　　　１３　前方超音波センサ
　　　　１４　段差超音波センサ
　　　　１５　本体
　　　　１６　頭部上下モータ
　　　　１７　頭部左右モータ
　　　　１８　制御部
　　　　１９　車輪左右モータ
　　　　２０　頭部
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